
令和４年度 第２回 交野市放課後児童会運営委員会 会議録 

日  時 

 

 

 

場  所 

 

出席委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

傍 聴 者 

 

案  件 

 

議事内容 

令和４年 11 月 4 日（金） 

開会 午後７時 00 分 

閉会 午後７時４０分 

 

青年の家 ２０１号室 

 

江田会長、有山副会長、伊賀委員、田村委員、橘岡委員、安原委員 

長谷川委員、勝田委員、吉本委員、高野委員、毛利委員、平田（裕）委

員、浦谷委員、鈴木委員、和久田委員、 

 

本多生涯学習推進部次長、佐伯課長、岡本課長代理、香川課長代理 

中島係長、近田、井上 

 

１名  

 

(1) 放課後児童会会費の見直しについて 

(2) 放課後児童会育成活動費の取り扱いについて 

(3) その他 

 

 

 

１．開会 

 

２．会長挨拶 

 

３．委員出席状況報告 

 

４．議題 

 

会長 では、案件 1 放課後児童会会費の見直しについて、事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局 

 

 

 

「放課後児童会会費の見直しについて」資料１のとおり説明 

 

(

岡

本

) 

(

岡

本

) 



 

会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手の上お名前を申していただき、ご意見を

よろしくお願いします。 

 

委員 反対とかではないのですが、この数式について、教えていただけたら

と思います。経費が 1 億 9,259 万 108 円で、マイナス 7,281 万

3,333 円、ってこれ今、国及び市の補助額って言われましたが… 

国及び市の補助額が 7,200 万ちょっとで、２分の１は市で持ってい

ただいてるっていう理解で…だから、ここで言うと 7,280 万円の国と

市の補助額も入っていて、かける 2 分の１の部分にも補助額が入ってい

るという理解でよろしいんですか。 

 

事務局 7,200 万のところ、こちらは国および府でございます。そして、全体

経費から国と府の部分を引いて、それを 2 分の 1 で折半しております。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

条例で決まっている式に当てはめると、会費は 5,000 円になり、現

在の価格から変更はなしということになります。 

 

委員 ＜異議なしの声＞ 

 

会長 ご意見がないようですので、案件 1 についての審議を終わりたいと思

います。 

次に案件 2 育成活動費の取り扱いについてです。事務局よろしくお願

いします 

 

事務局  

 

「放課後児童会育成活動費の取り扱いについて」資料２のとおり説明 

 

 

会長 ありがとうございました。ただ今の説明に対してご意見、ご質問等は

ございますでしょうか。 

 

委員 これも読ませて頂いたら、やむなしかなというところもあるんですけ



ど、来年は全員切り替えになるわけですか。 

 

事務局 はい。 

 

委員 私は固定資産税などは○○Pay などで払ってるのですけど、そういう

のは難しいのかということと、細かい話ですけど、手数料は保護者負担

ですか。 

税金のこともあるので、この辺だけお聞きしたいと思います。 

 

事務局 育成活動費は、市の予算ではないという点では公金ではございません

ので、手数料につきましては、保護者負担ということになります。 

 

その他のお支払い方法についてですが、カード払いであったりだと

か、電子決済もございます。そちらの方も、公金でなければ、それぞれ

によって違う金額の手数料がかかってきます。ゆうちょ銀行に一本化す

ることで、同一の手数料ということになってきますので、このような方

法を取っていけたらというところです。  

取扱い金融機関については今まで 4 種類ございましたが、これを減ら

すことで、市民サービスの低下と思われるかもしれませんが、逆に手数

料が今までかかっていたものが、かからなくなります。 

例えば、りそな銀行だと何十円とかかります。これがゆうちょ銀行だ

と手数料がかかりません。皆さんが同じ手数料の負担となるというとこ

ろで、このようなご提案をさせていただいたところでございます。 

 

会長 

 

はい、よろしいでしょうか。 

他ありますでしょうか。 

 

委員 ＜異議なしの声＞ 

 

会長 それでは、案件２の方も終わりたいと思います。 

次に案件３ということで、その他ですが、何かございますでしょうか。 

 

事務局 よろしくお願いします。 

先ほど報告させていただきました、会費が 5,000 円というところと、

引き落とし口座をゆうちょ銀行 1 本にするというところ。こちらの方を

明確に記載させてもらいまして、12 月から来年度の放課後児童会入会



要領の配布を始めたいと思っておりますので、この場をお借りして、ご

報告させていただきます。以上でございます。 

 

会長  はい。ありがとうございます。 

 

委員 その他ということで、発言させていただきたいと思います。  

まず新市長に変わったということで、市長戦略というのは、前回の市

長戦略を受けて、民間委託を検討していくという形で動いてきたわけで

だと思いますが。新市長の所信表明の中で、民間委託の検討を止めて、

それから処遇改善などを考えるという発言があったと思うんですが。 

その辺のところで、運営委員会の今後の流れを教えていただけたらあ

りがたいと思います。 

 

事務局 ありがとうございます。9 月までのところでしたら、今後の流れとし

まして、視察等に行っていただいた中で、そういったことを踏まえてパ

ブリックコメントを実施するというような方向性がございました。委員

の皆さんがご承知のとおりの、市長が変わったことで放課後児童会制度

に関することも示されております。10 月の議会や、市議会の方でも答

弁されてるところでございます。         

市長からは民間委託を進める前に、処遇改善を進めて、安定的な指導

員確保や離職防止の方策はあるのではないかというところで、方向性を

いただいております。ですので、今まで行ってきた基本方針というとこ

ろの審議については、一旦立ち止まらさせていただきまして、 そういっ

た処遇改善、離職防止というところを、事務局としては、しっかりと見

定めていき、方向性を示していきたいと考えているところでございま

す。以上でございます。 

 

会長 ありがとうございます。 

他ありますでしょうか。 

 

委員 市長の所信表明を読ませていただいたんですけど、去年ここの運営委

員会や部会などで、指導員の先生の待遇を改善しないといけないという

意見を色々な委員から出されてたと思います。それに関して、その辺の

意見を反映されたのかはわかりませんが、この場でたくさん意見が出さ

れてたところで、2 月の運営委員会で、我々が手を上げていたが、時間

になり閉会されました。これからは保護者や委員の発言を十分に保証し



ていただくことを求めておきたいと思います。以上です。 

 

会長 はい。私共も反省させていただきたき、考えさせていただきたいと思

います。 

他はどうでしょうか 

 

委員 ご説明ありがとうございました。 

先ほどのゆうちょ銀行一本化の件ですけれども、我々保護者の団体の

運営委員が、１１月の中頃に予定されているのですが、そこで周知、報

告させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

事務局 

 

会費が変わらないというところと、ゆうちょ銀行一本化ということで

すよね。 

はい。大丈夫でございます。こちらの資料につきましても、内部では

一定決裁が通っているところです。 

 

委員 ありがとうございます。 

 

会長 他にありますでしょうか。 

 

委員 先ほどの、指導員の処遇改善の件ですが、具体的に今のところ何か案

が出されているのかというのが１点。 

もう１点はこれからそれに関して、私たちが意見を述べる機会をまた

与えていただけるのかどうか知りたいなと思います。 

よろしくお願いします。 

 

事務局 ありがとうございます。 こちらにつきましては、交野市全体の話にな

りますので、ここについて今現在お示しできるものはございません。 

それと、今後の処遇改善についての意見はどうかというところです

が、今まで蓄えてきた意見もございます。そちらの方もしっかりと踏ま

えながら人事課にも伝えていき、どういった処遇改善ができるのかとい

うところを、考えていきたいと思います。以上でございます。 

 

委員 今日資料を持ってきたんですけど、 今までの話し合いの中で、指導員

の先生って本当に大変だと思うんです。今色々な社会背景も難しくなっ

てきて、虐待や子どもの介護だの、あと学年も違う子が学童で集まって、



それを指導員の先生が見てくださるっていうのは、本当にありがたいな

と思っています。そのために、研修する時間や、先生たちの話し合いの

場を持つとか、そのような事で常勤化など、もう少し長く勤めて、給料

が上がらないかなっていう。そういう話も多分今までしてきたと思うん

ですけど。 

大阪学保協からパンフレットを作られているのをもらったので、皆さ

んにお配りできたらなと。たぶん育成課の方は知っていると思うんです

けど、指導員が常勤になると、国からの補助金が出るので、結局そのマ

イナスの部分が補えるっていうのが…。 

ちょっと配っていいですか。 

 

会長 資料を配ってよろしいですか。 

 

委員 これをどうこうして欲しいとかいうわけではなく、参考資料でこれか

ら使っていただけたらなと。 

 

事務局 ありがとうございます。運営委員会として配るという意味ではなく、

自由にお持ち帰りください、というところの方が良いかと感じます。 

皆さんどうぞご自由にお持ち帰り下さい。 

 

会長 

 

委員の皆さんは、それでよろしいですか。 

委員 病気になると、国からこのように 315 万出ますよ、などが書いてあ

ったりするので、是非見ていただいて。 

 

処遇改善をし、指導員の先生が勤めていただくのが 1 番の課題だった

ので、その課題をなんとかしていただいて、このまま運営を続けていた

だきたいなと思います。よろしくお願いします 

 

会長 ということですので、運営委員会からの資料、事務局からの資料とし

てではなく、委員さんからの資料という形で、 参考に持って帰っていた

だく、ということにさせていただきます。 

 

事務局 出口の所に置かせて頂きます。 

 

委員  他ありますでしょうか。 



 

＜異議なしの声＞ 

 

会長 それでは案件 3 を終わりたいと思います。 

以上で令和 4 年度第 2 回運営委員会を終了したいと思います。 

皆さま、どうもありがとうございました。 

 

 


